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駅 前 等 再 開 発 特 別 委 員 会 記 録

１．会議日時

平成２２年１２月８日（水）午前１０時　　　　開会

　　　　　　　　　　　　　午前１０時１０分　閉会　　　　　　　　　

１．場所

第二委員会室

１．出席委員
委 員 長 木村勝彦  副委員長 渡辺慎吾  委　　員 大澤千恵子
委　　員 南野直司  委　　員 上村高義  委　　員 弘　　豊

　　委   長 三好義治 

１．欠席委員
なし


１．説明のため出席した者
副市長　小野吉孝
都市整備部長　小山和重 同部次長兼建築指導課長　大田博和
同部参事　吉田和生 まちづくり支援課長　土井正治
同課参事　磯崎秀彦

１．出席した議会事務局職員
事務局局次長　藤井智哉　　　同局書記　田村信也

１．案件
吹田操車場跡地利用問題について
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（午前１０時　開会）

○木村勝彦委員長　ただいまから、駅前

等再開発特別委員会を開会します。

　理事者からあいさつを受けます

　小野副市長。

○小野副市長　おはようございます。

　駅前等再開発特別委員会を開催いただ

きまして、ありがとうございます。

　本日の案件につきましては、お手元の

資料にございますように、吹田操車場跡

地まちづくり用地の売却につきましての、

その経過なり、その売却価格等につきま

して担当のほうからご説明申し上げたい

と思っております。

　よろしくお願い申し上げます。

○木村勝彦委員長　あいさつが終わりま

した。

　本日の委員会記録署名委員は、南野委

員を指名いたします。

　それでは、吹田操車場跡地利用問題に

ついて説明をお願いします。

　磯崎まちづくり支援課参事。

○磯崎まちづくり支援課参事　それでは、

吹田操車場跡地のまちづくり用地の一部

を売却することにつきまして、お手元の

資料に沿ってご説明させていただきます。

　吹田操車場跡地のまちづくり用地につ

きましては、平成２０年の８月２６日に

鉄道・運輸機構より５万４，３４７平米

の土地を１４億円で取得しておりますが、

今回、鉄道・運輸機構より土地の一部に

つきまして買い戻しの要望がございまし

たことから売却を行おうとするものでご

ざいます。

　資料１の１ページの２番としまして、

土地売買契約に関します経過を示してお

ります。

　土地売買契約の経過といたしましては、

平成２０年８月２６日に契約を締結いた

しまして、同年１０月２２日に議会の議

決をいただいております。その後、１０

月３１日付で所有権の移転登記が完了を

しております。

　土地の引き渡しにつきましては、本年、

平成２２年度まで、上り貨物本線など鉄

道用地としての使用が予定されておりま

したことから、上り貨物本線の移設やそ

のあとの線路撤去など期間を含めまして

平成２３年の３月３１日を土地の引き渡

しの期限としております。

　今回、売却をいたします土地につきま

① ③しては、資料に示しております　から　

までの３か所の土地になっておりまして、

合計で４１７．２１平米でございます。

　土地の単価につきましては、今回鉄道・

運輸機構のその買い戻し要望に基づきま

して売却を行おうとするものですから、

購入時の単価として考えております。土

地の面積４１７．２１平米に対しまして、

用地費は１，０７８万８，０９０円でご

ざいます。売却する価格につきましては、

この用地費に加えまして、摂津市が取得

したときの金利負担を加えた価格での売

却を考えております。

　次に、売却を行います土地につきまし

てご説明いたします。

　資料１の２ページ目の図面をご覧くだ

さい。資料の右上に位置図という形で示

しておりまして、今回売却を行おうとし

ます土地はこの位置図の中央に四角で示

しております部分になります。この部分

を拡大したものがその下、平面図として

示しております部分でございます。この

平面図は、中央部に（仮称）千里丘公園

と書いておりますが、その下に少し太い

黒い線がございます。この線が土地区画

整理事業と鉄道・運輸機構が整備をいた

します緑の遊歩道の用地境界でございま

す。この図面の太い線から上が土地区画

整備事業、下が鉄道・運輸機構が整備を
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します緑の遊歩道ということになってお

ります。摂津市が取得しました土地につ

きましては、この図面の中で赤色で囲ん

でおります部分が対象となっております。

　それでは、売却を行おうとする土地に

つきましてご説明いたします。一つ目と

①しまして、図面左側に　として示してお

ります山田川派川についてご説明いたし

ます。山田川派川の構造物は、現在ＪＲ

西日本の所有ということになっておりま

すが、吹田操車場跡地まちづくりに合わ

せまして、鉄道・運輸機構が大阪府に構

造物を含めまして帰属するということで

協議が進められております。その協議の

中で、現在の河川区域には護岸の構造物

が含まれておらず、本市が取得した土地

に含まれているということが判明いたし

ました。大阪府は鉄道・運輸機構との協

議において、河川構造物の帰属は土地も

含めて帰属するということを求められて

おります。本市といたしましても、河川

構造物を含む土地を、本来、取得する必

要がなかったということから、鉄道・運

輸機構と協議を進めまして大阪府の帰属

を条件に買い戻しに応じるものでござい

ます。

　図面の下に断面図、横断図ということ

で示しております。この断面図を見てい

ただきまして、黄色で着色をしておりま

す部分が今回用地を売却しようと考えて

おります部分でございます。

　構造物の右左に色をぬっておりますが、

この構造物、右岸、左岸とも摂津市が取

得した土地に含まれております構造物の

幅は１．１メートルでございます。図面

で左側に示しております右岸側は、将来、

宅地として民間に売却を予定しておりま

す土地でございます。この土地は大阪府

より河川管理用通路３メートルが帰属の

条件ということで鉄道・運輸機構に示さ

れたことから、構造物の幅１．１メート

ルを含む３メートルの河川管理用通路と

して協力を行おうと考えております。

②　二つ目としまして、図面右側に　と示

しております部分につきまして、こちら

は竹の鼻のガードになります。竹の鼻ガー

ドの道路構造物も同様に、現在ＪＲ西日

本が所有されておりますが、道路構造物

として現在、本市へ帰属の協議を行って

おります。この協議の際に、道路構造物

の壁となる部分が本市が取得した土地に

含まれているということが判明いたしま

した。この竹の鼻ガードの両岸、構造物

の幅が両方１．２メートルになるんです

けれども、こちらの部分につきましても、

先ほどの山田川派川と同様の理由で、本

市が本来、取得する必要がなかったとい

う土地でございますので、鉄道・運輸機

構の買い戻しに応じたいと考えておりま

す。

③　三つ目といたしまして、中央　番と示

しております部分でございます。こちら

につきましては、隣接します民地との境

界につきまして、民地構造物の越境が確

認されたことから、鉄道・運輸機構に対

しまして本市への土地の引き渡しまでに

解消を求めておりました。しかし、隣接

所有者と鉄道・運輸機構との境界確認に

おいて過去に行き違いがあったというこ

ともありまして、鉄道・運輸機構が隣接

所有者に土地を売却するということで越

境の解消を図られるということになった

ことから買い戻しに応じるものでござい

ます。

①　なお、　山田川派川の（仮称）千里丘

②公園側や　の竹の鼻ガードのまちづくり

境界側につきましては、本市の所有地で

はありませんので着色しておりませんが、

河川や道路管理者への帰属のために、同

様の手続きが行われると聞いております。
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　以上で、吹田操車場まちづくり用地の

一部を売却することに関する報告とさせ

ていただきます。

○木村勝彦委員長　説明が終わりました。

　質問があればお受けいたします。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○木村勝彦委員長　無いようでしたら、

以上で本委員会を閉会いたします。

（午前１０時１０分　閉会）

　委員会条例第２９条第１項の規定によ

り署名する。

　駅前等再開発特別委員長

　　　　　　　　　　　木　村　勝　彦

　駅前等再開発特別委員

　　　　　　　　　　　南　野　直　司
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